
 

令和５年度第２回野田市都市計画審議会次第 

日時  令和５年１０月１２日（木） 

午前１０時から 

場所  市役所高層棟８階大会議室 

１ 開  会 

２ 市長挨拶 

３ 議  事  

議案第１号  野田市都市計画審議会の職務代理の指名について 

議案第２号  野田都市計画生産緑地地区の変更について（付議） 

議案第３号  野田都市計画瀬戸上ノ台地区地区計画の決定について（付議） 

議案第４号  字区域の変更について(諮問) 

報告第１号  野田都市計画瀬戸儘ケ崎地区地区計画の決定について（報告） 

   

４ そ の 他    

５ 閉  会 



 

 

 

 

 

 

 

議案第１号 

 

 野田市都市計画審議会の職務代理の指名について 
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野田市都市計画審議会委員名簿
令和 5年７月２０日現在

【第１号委員（学識経験者）】 ※50 音順

氏 名 備 考

岩
いわ

岡
おか

竜
たつ

夫
お

建 築 関 係

遠
えん

藤
どう

博
ひろ

一
いち

宅 建 業 関 係

小
こ

俣
また

悦
えつ

子
こ

商 業 関 係

齊
さい

藤
とう

和
かず

夫
お

農 業 関 係

寺
てら

部
ベ

慎
しん

太
た

郎
ろう

都 市 計 画 関 係

【第２号委員（市議会議員）】 ※50 音順

氏 名 備 考

長
おさ

勝
かつ

則
のり

野 田 市 議 会 議 員

河
かわ

井
い

哲
てつ

弥
や

野 田 市 議 会 議 員

川
かわ

崎
さき

貴
たか

志
し

野 田 市 議 会 議 員

桜
さくら

田
だ

康
やす

則
のり

野 田 市 議 会 議 員

中
なか

村
むら

裕
ゆう

介
すけ

野 田 市 議 会 議 員

濵
はま

田
だ

勇
ゆう

次
じ

野 田 市 議 会 議 員

古
ふる

矢
や

千
ち

晴
はる

野 田 市 議 会 議 員

【第３号委員（関係行政機関又は県の職員）】

氏 名 備 考

守
もり

安
やす

邦
くに

弘
ひろ

国土交通省江戸川河川事務所長

西
にし

山
やま

昌
まさ

克
かつ

東 葛 飾 土 木 事 務 所 長

【第４号委員（公募に応じた市民）】 ※50 音順

氏 名 備 考

菊
きく

地
ち

穂
ほ

澄
ずみ

公 募 委 員

櫻
さくら

井
い

隆
たかし

公 募 委 員
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○野田市都市計画審議会条例

平成１２年３月３１日

野田市条例第１４号

（設置等）

第１条 都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）第７７条の２第

１項の規定により、本市に野田市都市計画審議会（以下「審議会」という。）を設置す

る。

２ 法第７７条の２第３項の規定により、審議会の組織及び運営について、必要な事項を

条例で定める。

（組織）

第２条 審議会は、次の各号に掲げる者につき、市長が任命する委員をもって組織する。

（１） 学識経験者 ５人以内

（２） 市議会議員 ７人以内

（３） 関係行政機関又は県の職員 ２人以内

（４） 公募に応じた市民 ２人

２ 前項第１号及び第４号につき任命される委員の任期は、２年とする。ただし、委員が

欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

３ 委員は、再任されることができる。

（臨時委員及び専門委員）

第３条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人

を置くことができる。

２ 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くこ

とができる。

３ 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。

４ 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の

事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

（会長）

第４条 審議会に会長を置き、第２条第１項第１号に掲げる者につき任命された委員のう

ちから委員の選挙によってこれを定める。

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

３ 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
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（会議）

第５条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

２ 会議は、委員及び審議に関係のある臨時委員の２分の１以上の出席がなければ開くこ

とができない。

３ 会議の議事は、出席委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数の

ときは議長が決する。

（常務委員会）

第６条 審議会は、審議会の委任を受けその権限に属する事項で軽易なものを処理するた

め、常務委員会を置くことができる。

２ 前条の規定は、常務委員会に準用する。

（庶務）

第７条 審議会及び常務委員会の庶務の所掌は、市長の定めるところによる。

（委任）

第８条 この条例の実施に関し、必要な事項は会長が審議会に諮って定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成１２年４月１日から施行する。

（野田市都市計画審議会条例の廃止）

２ 野田市都市計画審議会条例（昭和４４年野田市条例第１６号）は、廃止する。

附 則（平成２４年７月１３日野田市条例第１８号抄）

（施行期日）

１ この条例は、平成２４年８月１日から施行する。

～以下省略～


